
 

令 和 ２ 年 度 
 島 原 地 域 広 域 市 町 村 圏 組 合 

事務局職員採用試験要綱 

 

  島原地域広域市町村圏組合事務局職員の採用試験を次のとおり行います。 

 

１ 受付期間  令和２年９月１日（火）から令和２年９月３０日（水）まで 

（ 郵送の場合は、令和２年９月３０日までの消印有効。また、受付時間は土曜

日、日曜日、祝日以外の８時３０分から１７時１５分まで。） 

 

２ 受付場所  長崎県島原市有明町大三東戊１３２７ 

島原市役所有明庁舎３階 事務局総務課 

 

３ 第一次試験日  学力試験 令和２年１０月２５日（日） 

 

 ４ 採用予定日  令和３年４月１日 

 

５ 試験職種、受験資格及び採用予定人員 

 

試験職種 受   験   資   格 
採用予定 

人員 

一般事務 
高校卒業程度の学力を有し、平成３年４月２日から平成１５年４

月１日までに生まれた人 

若 干 名 

 

「高校卒業程度の学力」とは、高校卒業程度の学力を有する者を対象とした試験という意味で、高

校卒業（見込み）者を対象とした試験という意味ではありません。年齢要件等を満たしていれば学歴

にかかわらず受験できます。 

 

 ただし、次の各号の一つに該当する者は受験できません。 

⑴ 日本国籍を有しない者 

⑵ 地方公務員法第１６条の下記に該当する者 

   ア 禁
こ

錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けること 

がなくなるまでの者 

   イ 島原地域広域市町村圏組合職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から

２年を経過しない者 

   ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力

で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

 

 

 



６ 試験の方法及び内容 

⑴  第一次試験 

試験職種 試験の科目 試  験  の  内  容 

一般事務 

 

学 

力 

試 

験 

教養試験 

公務員として必要な一般的知識及び知能についての多肢

選択式による筆記試験（２時間） 

【出題分野】 社会・人文及び自然に関する一般知識並

びに文章理解、判断・数的推理及び資料

解釈に関する一般知能 

作文試験 
公務員に求められる一般的な能力・考え方等に関する作文

試験（１時間） 

職場適応性 

検査 

職場への適応性を職務や対人関係に関する性格の面からみる検

査（２０分） 

⑵ 第二次試験 

  第二次試験は、第一次試験合格者について、個別面接による試験を実施します。 

 

 

７ 試験の日時、場所及び発表 

試 験 種 別 日      時 場   所 発  表 

第一次

試験 
学力試験 

令和２年１０月２５日（日） 

受付開始 ９時（着席９時４０分） 

試験開始 １０時 

終了予定時刻 １４時３０分 

島原市有明総合文化会

館（グリーンウェー

ブ） 

合格、不合

格にかかわ

らず文書で

通知しま

す。 

第 二 次 試 験         第一次試験合格通知の際にお知らせします。                         

 ※ 学力試験当日は、筆記具を持参してください。 
 
 

８ 採用試験要綱等の請求方法 

⑴ インターネットで出力する場合 

   島原地域広域市町村圏組合ホームページにアクセスして、採用試験要綱、採用試

験申込書をダウンロードしてください。 

  島原地域広域市町村圏組合ホームページ http://www.shimabara-area.net/site/ 

 

⑵ 直接請求する場合 

下記の配布場所で請求し、受け取ってください。 

   島原地域広域市町村圏組合 事務局総務課（島原市役所有明庁舎３階） 

 



 

⑶ 郵便にて請求する場合 

   封筒の表に「採用試験申込書請求」と朱書し、その封筒の中に郵便番号・住所・

氏名を明記したＡ４判サイズの用紙が折らずに入る大きさの返信用封筒【角形２

号】（１２０円分の切手を貼ったもの）を同封し、請求してください。 

 

 

９ 申込方法 

⑴ 提出書類 

ア 採用試験申込書（写真貼付） 

イ 日本郵便通常はがき（６３円分）（受験票用） 

⑵ 申込時等の注意事項 

ア 採用試験申込書に必要事項をもれなく記入し、指定された大きさの写真を貼っ

て、通常はがき（受験票用）に「あて先」を明記して事務局総務課まで提出して

ください。 

なお、採用試験申込書に写真の貼付がない場合は受付できません。 

イ 郵送で申し込まれる場合は、提出書類を同封のうえ封筒の表に「採用試験申

込」と朱書し、封書（簡易書留扱い）してください。 

ウ 受付期間終了後、提出いただいた通常はがきに受験番号等を記載して返送しま

すので、試験当日に持参してください。 

 

 

１０ 採用及び給与 

⑴  最終合格者は、令和３年４月１日から島原地域広域市町村圏組合職員に採用する

予定です。 

⑵ 給与については、島原地域広域市町村圏組合の一般職の職員の給与に関する条例

により支給します。 

   採用時における初任給は、おおむね次のとおりです。 

         大 卒 １７１，７００円 

         短大卒 １６３，１００円  

         高 卒 １５０，６００円 

なお、職歴等がある場合は、一定の基準により加算される場合があります。 

また、このほかに扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当等がそ 

  れぞれの支給要件に応じて支給されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



１１ その他 

（１）受験申込者及び第一次試験合格者から取得する個人情報は、島原地域広域市町村

圏組合職員を採用するという目的を達成するために利用するものであり、職員採用

に係る業務に必要な範囲でしか利用しません。 

（２）採用試験の結果については、開示請求を行うことができます。なお、開示請求の 

方法など詳しくは、下記までお問い合わせください。 

（３）その他、この試験について不明な点がございましたら、下記までお問い合わせく 

ださい。 

 

          〒859-1492 島原市有明町大三東戊１３２７ 島原市役所有明庁舎３階 

              島原地域広域市町村圏組合 

              事務局総務課（採用担当：大倉） 

                      TEL 0957-61-9100 

E-mail:somu@shimabara-area.net 


